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経 済論叢 〔京都大学〕第169巻 第2号,2002年2月

負債 ・持分の区分規準の

意義 と限界に関す る理論的検討

一

・.一一・...FASB2000年 公 開 草 案 を 中 心 に

池 田 幸 典

1は じめ に一一..一金融商品の複雑化と負債 ・持分の区分規準の進展

前 編(池 田[20田])で は,米 国財 務 会 計 基 準 審 議 会(以 下 「FASB」 と略

称)の1990年 討 議 資 料(以 下 「FASB[1990]」 と略 称)1〕を検 討 し,FASBが,

概 念 フ レー ム ワー クに お け る負 債 を規 定 し持 分 を残 余 とす る構 造Z;を 前 提 と し

た う えで,引 渡 す対 象 物 が 資 産 で あ るか 否 か に よ って負 債 と持 分 を区 分 しよ う

と して い る こ とを 論 じた。 す なわ ち,FASBは,あ る項 目 が 資 産 を 引 渡 す な

らば その 頃 日を負 債 に す る い っぽ うで,あ る項 目が 資産 を引 渡 さ ない な らば そ

の項 〕 を持 分 に区分 し よ う と して お り,そ の結 果,既 存 の会 計 基 準 のい くつ か

は変 更 を余儀 な くさ れ るで あ ろ う,と い う こ とを指 摘 した。

FASB[1990]は 金 融 商 品 プ ロ ジ 生 ク ト3)の一 部 と して公 表 され た もの で あ

る こ とか ら も明 らか な よ うに,金 融 商 品 に係 る負 債 ・持 分 の 啄分 の問 題 を.}モに

扱 って い る。 しか し今 日,金 融 商 品 は ます ます複 雑 に な りつ つ あ る。 そ の こ と

が 負 債 ・持 分 の 区分 の 会計 問 題 に も影 響 を与 え て い る。 と りわ け,決 済 方 法 と

して 現 金 と自社 株 式4:乏 の選 択 を与 え る よ うな 金 融 商 品 が 登 場 して い る。 か か

.1)な お,FASB[19901に つ い 『⊂は,小 宮lll[1993],ヒ 田[1994],古 賀[1996]第13章,椎 田

[19966]も あ わ せ て 参 照 、.

2)こ う した構 造 は,1負 債 確 定 ア プ ロ ー チ」 と も呼 ば れ る(徳 賀[2000]97べ ・一ジ).

3)FASB金 融 商 品 プ ロ ジ ェ ク トにつ い て は,Wood,andB.且1en[1289]を 参 照 。

4)本 稿 に お いて 「自社 株 式一1と ば,白 杜 が.発行 した.発行 済株 式,こ れ か ら発 行 す る未 発 行 の株/
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る 現 状 は,FASB[1990]が 公 表 さ れ た 当 時 は 考 慮 に 入 れ ら れ て お らず,

FASB[1990]で は決 済 方 法 の 多 様 化 につ い て は検.討され て い な い。 しか し現

在 で は,金 融 市場 の こ う した現 状 を考 慮 しつ つ 基 準 設 定 を 検 討 しな け れ ば な ら

な いで あ ろ う。

FASBが2000年10月27口 に公 表 した 公 開 草 案1'負 債,持 分,も し く は そ の

両 方 の 性 格 を 持 った 金 融 商 品 の 会 計 処 型(以 卜..「FASB[2000aユ 」 と略 称)

は,か か る現 状 を踏 まえ て負 債 ・持 分 の 区分 問 題 を扱 って い る.そ の前 提 とな

る の が,FASB[2000aユ と同 時 に公 表 さ れ た 公 開 草 案 「FASB概 念 書 第6号

の修 正 』(以 ド 「FASB[2000b]」 と 略称)に よ る概 念 書 箱6号 の 負 債 の定 義

の修 正 で あ る。

そ こで 本 稿 で は,こ の2つ の 公 開 草 案 を検 討 し,そ こで 提 示 さ れ て い る負

債 ・持 分 の 区分 規 準 と,そ の 含 意 を 明 らか に す る。 そ の う えで,当 初FASB

[1990]でFASBが 想 定 して い た 規 準.が崩 れ,「 資 産 を引 渡 す 義 務=負 債 」

「自社 株 式 を引 渡 す 義 務 ≡持 分 」 とい う図式 が 必 ず し も成 立 しえな い こ とを 示

す 。 か か る検 討 を通 じて,資 産負 債 ア プ ロー チ に依 拠 した 概 念 フ レー ム ワー ク

を機 械 的 に適 用 す る こ と に よ る 「.負債 ・持 分 の区 分 規 準 」 の 理 論 的 限 界 を 示 す

こ とが で きれ ば幸 甚 で あ る。

11FASB[2000a]の 概 要

FASB[2000a]5)は,FASBの 金融 商 品 プ ロ・ジ ェ ク トの 一環 と して,負 債,

持 分,も し くは そ の両 方 の性 格 を持 つ金 融 商 品 の,発 行 者 の 貸 借 対 照 表 に お け

＼.式,そ して,い りたん発行 したが買戻 した株 式(自 己株式)の,全 てを.含む 〔野 口[.1999】2且

ページ,今 福 ・田中[200⊥a]63ぺ ・一ジ,お よび今福 ・田 中[2001h1103ペ ー ジを参照).い っ

ぽ う 「自己株式 」 とは,い わゆ る 虚 庫株」の ことを指 す。す なわ ち,「 自己.株式」 とは,会 社

が いったん発行L.た 後 にその会社 自体が取得 して所有 している株式の ことを指す もの とする。 し

たが って,E述 の自 己株式 の 定義 に照 らせ ば,「 自己株 式 を取 得 す る こ とはで きな い」(柴

[1999]2ペ ージ}.取 得で きるの は,発 行 済の 自社株 式であ る、い っぽ う,発 行で ぎるのは,

未発行株式 ない し自己株式であ り,発 行済株 式を発行す ること.はで きない。

5)以.卜,本 稿で は,FASB[2000a]か らの引用 については,パ ラグラフ数 のみを示す ことにす

る.
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る 区 分 問 題 を 処 理 す べ く公 表 さ れ た も の で あ る(par.9)。 ま た,FASB

[2⑪⑪Oaユ は,FASB[20006]に お け る負 債 の定 義 の修 正(後 述 〉 と連 動 して

お り 〔pars.10-11),FASB[2000h]に よ って修 正 され る予 定 の,負 債 の定 義

の 具体 的 な適 用 方 法 に つ い て,説 明 お よ び規 定 が な さ れ て い る。 本 節 で は,

FASB[2000a]の 要 点 を,「 負 債 ・.持…分 の 区分 規 準 」 とい う本 稿 の論 述 に 関 わ

る範 囲で 概.観す るδ}。

1負 債 と持分の中間項 目の否認

まず,前 提 と し て,FASB[2000a]は,「(貸 方 に 計 上 され る)諸 項 目 を,

貸借 対 照 表 の.負債 と持 分 の 中 間 に表 示 して は な.ら.ない 」(par.18)と 規 定 し,

.負 債 と持 分 の 中間 項 目 の存 在 を否 認 す る。FASBは,負 債 と持 分 の 中 間項 目 を

否 認 す る理 由 を,FASB概 念 フ レーーム ワー クで は 負債 と持 分 の 中 間項]は 認 め

られ て い ない し,そ して,そ の よ うな 中間 項 目を 新 た に 設 定 す る こ とは,負 債

と持 分 の 区 分 が不 分 明 な項 目が 新 た に登 場 す るた び に新 た な 中 間 項 目 を負 債 と

持 分 の 中 間 に設 定す る とい う 「望 ま し くない 前 例 」 を作 る結 果 を招 くか らで あ

る と説 明 して い る(par.162)。 こ れ に よ っ て,従 来 負 債 と持.分の 中 間 に.「 一時

的持 分(temporaryequity)」 と して表 示 され て い た項 目,た とえ ば強 制 償 還 優

先 株式 な どは,一 時 的持 分 と して で は な く,負 債 と して 示 され る こ とに な るη。

2負 債 ・持分の区分規準

FASB[2000a]に よ れ ば,「 金 融 商 品 を発 行 す る実 体 は,そ の 金融 商 品 の構

6)FASR[2000a]は,負 債 と持 分の両方の性質 を有す る複合金融商 品につ いて,負 債部分 と持

分部分 に分 けるよう規定 している(par.20)が,負 債 ・持分の区分規準 とい う本稿の目的とは直

接 関わ らないので,こ こでは複 合金融 商品の会計処理 については取 り..ヒげない。

7)強 制償 還優先株 式 とは.「 特定 の時期 に特 定の価 格で償還す る義務 を内包 し1ホ ルダーに発行

企業 の資 産を譲渡す る とい う,強 制 的な義務 を含 む」優先株式 を指す(FASB[1990]par.78)。

従来,強 制償還優先株式 については,貸 借対照表で は持分か ら除外 して表示すべ しとしか規定 さ

れ てお.らず(S蝋 二化1ril.iesandExchangeCommissionX19791),そ のた め1強 制償還優先株 式は,

ヒ場企業 の会計 実務 におい て一 時的持分 と して表 示され ていた(Nair巳tal.[1990]p.縄)。 し

か しFASB[2000a]に よると,強 制償還優 先株式 は負債 となる(par.胆c)c
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成要素を次のように区分しなければならない」(par.17)と される。

「a.金 融商品の発行者は,発 行者の自社株式であって,か つ発行者の義

務5}にならない金融商品要素を,持 分 として区分 しなければなら.ない。

b..金 融商品の発行者は,発 行者の義務となる金融商品要素が下記の(c〕の

規準を満たさなければ,当 該金融商品要素を負債 として区分 しなけれ

ばならない。

C .義 務 となる金融商品要素の発行者は,当 該金融商品要素が次の規準の

いずれかを満たすならば,当 該金融商品要素を持分 として区分 しなけ

ればならない。.

〔1>そ の義務によって,..一定数の自社株式の発行による決済を金融商品

の発行者が要求(も しくは発行者の裁量で許容)さ れる。

〔2}そ の義務によって,金 融商品の発行者が,そ の発行者の数量の定ま

らない自社株式の発行による決済を要求(も しくは発行者の裁量で

許容)さ れ,さ らにその義務が以..ドの条件を両方 とも満た している。

㈲ 当該義務の貨幣的価値9}のいかなる変動 も,..一定数の発行者の自

社株式の公正価値の変動に帰 し,そ の自社株式の公正価値の変動

と等 しい。

㈲ 当該義務の貨幣的価値が,発 行済自社株式の公.正価値の変動 と同

じ方向に変動する。」(par.17)

これによると,金 融商品は,ま ず義務であるかどうかが検討されなければな

8)こ こで義務 とは,具 体的 には,資 産引渡義務 ない し自社株式.発行義務であ る。

9}貨 幣的価 値 とは,「 現在 の市場 の状 況に対 する変化がない と仮定 した場合 に,満 期時 における

義務 の決済 にぢ いて,そ の金融商 品要素 のホ ルダ・一に引渡され るであ ろう価 値の金額」 を指 す

(par.6)。 た とえば,100円 で自社株式を発行す る義務 は,株 式市場 におけ る価格が どうなろ うと

も,そ の義務 の決済の ため に100円 とい う一定額で 白杜株式 を発行 しなければ な らない。 した

が って,こ の義務 の貨幣的価値 は.株 価の変動 にかかわ らず100円 であ る.い?ぼ う.義 務 の履

行時点 の株価で 自社 株式を発行す る義務 は,株 価 の変動 によって貨幣的価値 が変動す るこ とにな

る。 たとえば,義 務 を発行 した時点 で株価が100円 であれば,義 務発行時点の貨幣的価値は100円

であ る。 しか し,そ め後に株価が120円 に変動す れば,当 該義務 の貨幣的価値は120円 に増大す る

ことになる.



負債 ・持分の区分規準の意義と限界に関する理論的検討(123)25

らず(par.171),義 務 に な らな けれ ば持 分 と な る。 つ ぎに,義 務 とな る金 融 商

品 につ い て は,資 産譲 渡 と 自社 株 式 発 行 の ど ち らを 要 求す るか(お よ び義 務 を

決 済 す る方法 に対 す る発 行 者 側 の裁 量)が 考慮 され,資 産 譲 渡 を ホ ル ダー が 要

求 す る こ との で きる義 務 で あ れ ば 負債 にな る。 そ して,そ の金 融 商 品 が 自社株

式 発 行 に よる義 務 決 済 を発 行 者 に要 求(も し くは.許容)す る義 務 で あ れ ば,そ

の 金 融 商 品 の 義 務 は,「 ホル ダー の 発 行 者 へ の投 資 の価 値 に関 連 した リ.スク と

便 益 に基 づ い て」,す な わ ち 当 該 義 務 の ホ ル ダー の リス ク長 び便 益 が 株 主 の リ

ス ク及 び便 益 と同様 で あ るか ど うか に よ っ て,負 債 も し くは持 分 の どち らか に

区分 され る(par,エ68)。 以上 の諸 関 係 を図 示 した の が,第1図 で あ る 。

た とえば,自 社 株 式 を対 象 と した 売 建 コー ル ・オ プ シ 旨 ン取 引 の場 合 を考 え

て み よ う。 か か る オプ シ ョ ン取 引 にお い て は,オ プ シ ョン行 使 時 に お け る決 済

条 件 に よ っ 馬 取 引 の 内容 が 変 化 す る(第1表 参 際)。 当該 オ プ シ ョ ンが 行 使

され た と きに 自社 株 式 を発 行 す る義 務 で あ った場 合,当 該 オ プ シ ョン は上 記 の

条 件c(1〕 を満 た し,持 分 とな る(par.72)。 しか し,差 額 を現 金 で 決 済す る義

務 の場 合 に は,自 社 株 式 発 行 が 生 じな い た め に,上 記 の 条 件cを 満 た さ ず,

負 債 とな る。 い っぽ う,.当 該差 額 を 自社 株 式 発 行 で 決 済 す る義務 の場 合 に は,

当 該 オ プ シ ョ ンに係 る義 務 の 貨 幣 的価 値 の変 動 が 株 価 の 変動 と同 方 向 に推 移 す

る,換 言 す れ ば,オ プ シ ョンホ ル ダ ー の採 算 が 株価 と同 方 向 に変動 す る(第2

図 参 照)た め,上 記 の 条 件c(2)を 満 た し,当 該 オ プ シ ョ ン は持 分 と な る

第1図FASB[2000a」 に もとつ く区 分 の 規 準

・・項・・資 資産[互=童]
産引渡韮務 も その義務 は何

しくは自社発Yesを 引渡す こと

欝葬る＼嵩 可 欝欝
る 自 社.株 式 数

は,固 定 さ れ て

い る か?

出 典:FASB[200⑪aJparド.17and168を も と にfl:成 。

No

その自社株式発行義務

の貨幣的価値の変動は,

自社株式の公正価値の

変動に基づき,か つ自

社株式の公正価値の変

動と同方向に変動する

か?

匝

No

Yじs

Y巳s

囲 持分
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第1表
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自社株 式を対 象 とした発達 コール ・オプシ ョン取 引の取 引例 と仕訳

O,自 社株式 を対象 とした先達 コー ル ・オプシ ョン取引 を行 う。Q社 は投 資家か らオプ ション

1単 位 あた り10ド ルを受 け取 る.そ の行使価格は80ド ルである。それ を.10単位取引す る。 よっ

てQ社 は100ド ル を受 け取 る。 当該オプ ションは,行 使 された とぎにQ社 が引 き渡す対象物

によって,負 債 になるか持分 になるか があ らか じめ決 まる。Q社 の株式が引 き渡される場合

にはその コール ・オプシ ョンは持 分にな り,現 金等 の資産が 引 き渡され る場 合にはその コー

ル ・オプシ ョンは負 債になる。引 き渡され る対象物の性質に よって,以 ドのいずれかの取引が

行われ るもの とす る、なお,当 該 オプシ ョンが行使 され るの は株価が1株 当 り鴎 ドルを超 える

場合で あ り,呂0ド ルを超えなければ行使 されない、,... 一
1-aそ の オ プ シ ョ ン はQl-bそ の オ プ シ ョ ン は,

礼株 式 の発行 で決 済 さ

れ な ければ な らない。

Q社 の株価 が1株 あ た

り1Wド ルであれ ば,オ

プ シ ョンは行使 され,

行使 されればQ社 は同

社 の株 式 を1株 あた り

80ド ルで10株 発 守∫しな

けれ ば ならない。Q社

は受 け取 っ3_800ド ルを

全 て資 本金 に組 み 入れ

るもの とす る。

(仕訳A).

行 使 された ときに行使

価 格 と時価 の差 額 を現

金で 支払わ な ければ な

らない もので あ る。Q

仕の株 価 が1株 あ た り

100ド ルであれば,オ プ

シ ョンはf∫使 され,そ1

の場 合Q社 はオ プシ ョ

ン1単 位 につ き2〔}ドル

を,す なわち合計2〔〕0ド

ルを現.金で支 払 わ なけ

れば ならない。

(仕訳8)

トcそ のオ プ ションは,行 使

され た とぎに行使価 格 と時

価の差額 をQ社 の株式 で支

払 わな ければ な らない もの

で ある。Q社 の株価が1株

あ た り100ド ルであれば,オ

プ ションは行使 され,そ の

場 合Q社 はオプシ ョン1単

位 につ き20ド ルを,す なわ

ち合計200ド ルを口社株 式で

支払わ な ければ な らない。

発 行すべ きQ社 の株 式数は

2株 で あ り,Q杜 は この金

額 を,全 額 資木 金に組 み入

れ る もの とす る.こ れ は株

式 の無償 交付 に該 当 し,形

式 的 増 資 で あ る(大 藪

[19981374一 呂75ペ ー ジ参

照)。Q社 は この株 式 発行

に当た り,資 本剰余金を2(10.

ドル資 本金 に組み 込む こ と

に した。(仕 訳G)

仕訳A

〔オブシ3ン.

が行使されな

かった場合)

姻.プション

が行使された

場合}

{貸:)コー,レ ・金

プ シ ョ ン100

.(持分>100

吐 訳なし)

金(貸)資 本 金

8001800

仕訳B

〔㈲ 現 金

1W

〔貸)コ ール ・

オ プ シ ョ ン

〔負債)10G

(借:口 ・一ル ー1:貸)当 期収益

オ プ シ ョ ン100

100

1借)コ ー,レ・

オ プ シ ョ ン

〔借)決 済損由

200

〔貸)当 期収益

/00

(貸:}現 金

200

仕訳C

(個 現 金

100

〔貸)コ ール ・

オ プ シ ョ ン

(持分)loo

〔仕訳なし)

〔借)資本剰余

金200

〔貸〕資 本 金

200
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第2図 自社 株 式 を対 象 と した売 建 コ ー ル ・オ プ シ ョン取 引 にお け る

オ プ シ ョン ホル ダー(投 資 家)と オ ブ.シ ョ ン発 行 者(Q社)の 採 算 の 推移

採 算(ド ル)

300

200

100

0

一1⑪o

一200

一300

、

1株 当 りの株 価(ド ル)

10203040506〔}700、 、、901⑪0

」、

(FASB[2000c]p.28)Q

い っぽ う,自 社 株 式 を対 象 と した 売 建 プ ・7ト・オ プ シ ョン取 引Lロ:の場 合 に も,

オ プ シ ョン行 使 時 に お け る決 済 条 件 に よ って,取 引 の 内容 が 変 化 す る(第2表

参 照)が,か か る オ プ シ ョ ンにつ い て は,決 済 方法 に 関わ りな く,義 務 の 貨 幣

的 価 値 の 変動 が株 価 の変 動 と逆 方向 に推 移 す る,換.冒 す れ ば,当 該 オ プ シ ョン

ホ ル ダ ー の採 算 が 株 価 と逆 方 向 に 変 動 す る.ため(第3図 参 照),一 ヒ記 の条 件c

(2)(b)を満 た さ ず,決 済 の 方 法 に 関 わ りな く,当 該 オ プ シ ョ ンは 負 債 に な る

(FASB[2000c]p.29).当 該 取 引 に 対 す る 現 行 会 計 規 定 で は,決 済 方 法 に

よ っ て 負 債 に な る場 合 と持 分 に な る 場 合 が あ る が 〔EmergingIssuesTask

Force[1997]p.874B),FASB[2000H]の 規準 を前 提 とす る と負 債 に な る。

ゆ え に,FASB[2000a]で は,義 務 の 決 済 に要 す る対 象 物 の 性 格(資 産 か

自社 株 式 か)が 区分 規 準 の 一 部 にな って い るが,義 務 の決 済 に 自社 株 式.発行 を

10)こ の 点 に つ い て は,椎 田[1996a],[1997b]を 参 照,ま た,池 田[1999.],[1999b],

[3000]で も,や や 立 ち入 った.検 討 を 行 っ て い る.
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第2表 自社株式 を対象 とした売 建 プ ット・オプシ ョン取引 の取引例 と仕訳

0.自 社株式 を対象 と した売建 プッ ト・オプシ ョン取引 を行 う。Q社 は投資家 か らオプシ ョン

1単 位あた り10ド ルを受け取る.そ の行使価格 は80ド ルであ る。それを10単 位取引 する。 よっ

てQ杜 は100ド ルを受げ取 る。当該 プ ット ・オプシ ョンは,決 済.方法 のいかんにか かわらず,

負債 となる。引 き渡され る対象物 の性質 によって.以 下のいずれかの取引が行 われ る ものとす

る。 なお,当 該 オプションが行使 されるのは株価が1株 当 り80ド ルを 下回る場合で あ り,株 価

が1株 当 り罰 ドルを超えれば行使 されない。

1-dそ のオ プシ ョンはQ

社株 式の購 入 で決済 さ

れ なけ』れ ば な らない。

Q仕 の株 価 が}.株 あた

り60ド ルで あれ ば,オ

プ シ ョンは行 使 され,

その場.合Q杜 は同社の

株式 を1株 あ た り80ド

ルで10株 買い戻 さ な け

れ ばな らない.Q杜 は

現金80(」ドルを支払い,

自己.株式を取得す る。

(仕訳D)

1-eそ の オ プシ ョン は,

行使 され た と きに行 使

価格 と時価 め差 額 を現

金 で支払 わ なけれ ば な

らな い もので あ る。Q

社 の株価 が.1株 あ た り

60ド ルであ れば,オ プ

シ ョンは行 使 され,そ

の場 合Q社 は オプ シ ョ

ン玉単イ立につ き2Dド ル

を,す なわ ち合計200ド

ルを現 金で支 払わ な け

ればな らない。

(仕訳 白

1-fそ の オ プシ ョンは,行 使

された ときに行 使価 格 と時

価 の差 額をQ社 の株式で 支

払 わ なければ な らない もの

であ る。Q社 の株価 が1株

あた り60ド ルであ れば,オ

プ ショ ンは行使 され,そ の

場合Q社 はオプシ ョン1単

位 につ き20ド ルを,す なわ

ち.合計200ド ルを自社株式で

支払わ な ければ な らない.

Q社 が発 行すべ き株式数 は

5株 で あ り,Q#tは この金

額を,全 額資 本金 に組み 入

れる もの とす る。(仕 訳F)

仕訳D 仕訳E 仕訳F

0
(㈲ 現 金

100

〔貸}プ γト ・

オ プ シ ョ ン

〔負債〕too

(借 〕現 金

100

(貸〕プッ ト・

オ プ シ ョ ン

[負債〕.100

(借〕現 金

100

〔貸)プ ット ・

オ プ シ 耳 ン

〔負債>100

1け プション

が行使されな

かった場創

(借)プ ッ ト・

オ プ シ ョ ン

100

〔貸)当期収益

100

(借}プ ット・

オ プ シ ョ ン

100

〔貸〕当期収益

lOD

〔借)プ ッ ト・

オ プ シ ョ ン

100

〔貸)当 期収益

100

1(xプ シ ョン

が行使 され た

場 合)

(借)プ ッ ト・

オプション

loo

(借泊 己株式

鼠)0

〔貸)当期収益

100

〔貸)現 金

枷

〔借:}ブ7ト ・

オブシ.コア

100

〔借)決 済損失

No

〔貸)当 期収益

loo

〔貸)現.金

200

〔借1プ ット・

オプ ション

100

〔借)決 済損失

200

〔貸〕当期収益

100

(貸順 本 金

200

要するからといって当該義務が必ず しも持分になるわけではなく,自 社株式.発

行を要求(も しくは発行者の裁量で許容〉する義務であっても,そ の義務のホ

ルダーのリスク及び便益が株主の リスク及び便益 と同様のものでなければ負債

.になる場合がある。この場.合,負 債に区分された義務の決済のために.発行され
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第3図 自社 株 式 を対 象 と した 売建 プ ッ ト ・オ プ シ ョン取 引 にお け る

オ ブ シ ョ ンホ,レダー(投 資家)と オ プ シ ョン発 行 者(Q社)の 採 算 の 推 移

採 算(ド ル)

800

700

600
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400

300

200
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0
-100

-200

-300
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..一 600

-7⑪0

-80⑪

1株 当 り株 価(ド/レ)

20 40/60 80 100

一 オプシ ョンホル ダーの採算

一一一.オプシ ョン発行者の採算

た 自社 株 式 は,「 本 質 的 に資 産 の代 わ りに用 い られ て い る】1:1」ので あ る(FASB

[2000b]par.3t))o

3小 括

以 ヒで 見 て き た よ う に,FASB[2⑪00a]で は,負 債 と持 分 の 中 間 項 目 の存.

在 を否 認 した うえで,義 務 の有 無 と,そ の 義 務 の ホ ル ダー と発 行 者 との 関係 に

もとづ い て,負 債 と持 分 の区 分 規 準 を規 定 して い る(第1図 参 照)。

しか し,第1図 か ら.もわ か る よ うに,FASB[2000a]に お い て 同 じ持 分 と

区分 さ れ る に して も,資 産 引 渡 義 務 も し くは 自社 株 式 発 行 義 務 の ど ち らで も な

い か ら持 分 に な る こ と と,株 主 リス ク と同様 の リス クを持 つ 自社 株 式.発行 義 務

で あ るか ら持 分 にな る こ と とは,別 の 次元 の問 題 で あ る。 また 同 様 に して ,負

11}こ こで 「自社株 式が用い られ る」 とい うのは,自 社株式 が引渡され るとい う意味であ り,換

言すれば,自 社株式 が発行 される とい う意味で もあ る、 なお,こ の場 合の自社株式 は,未 発行株

式 もしくは 自己株式 である。
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債 と区 分 され るに して も,資 産 引 渡義 務 で あ るか ら負 債 で あ る こ と と,株 主 リ

ス ク と同様 の リス クを持 た な い 自社株 式 発 行義 務 で あ るか ら負 債 に な る こ と と

は,別 の 次:元の問 題 で あ る。 す な わ ち,FASB[2000a]に は,引 渡 す対 象 物

に も とづ い た 区 分 規準 と,株 主 リス ク との類似 性 に も とづ い た 区分 規 準 が.混

在 して い る ので あ る。 そ の 結 果,次 元 の異 な る2つ の持 分 ない し負債 が,持 分

な い しは負 債 と して一 括 して 示 され る こ とに な る ので あ る。

IIIFASB[2000b]の 概 要

前節の検討から明 らか なように,FASB[20006]は,概 念書第6号 におけ

る負債の定義を修正するものとなる。

現在の概念書第6号 における負債の定義は,次 の通 りである。

「負債とは,過 去の取引または事象の結果として,特 定の実体が他の実体に

対 して,将 来において資産を譲渡しまたは用役を提供 しなければならな野とい

う現在の義務から生 じる,発 生の可能性の高い将来の経済的便益の犠牲であ

る。」(FASB[1985]par.35)

FASB[20006]は,こ の定義に,次 の脚注を追加するように規定 している。

「主に金融商品や複合金融商品の構成要素ではあるが,義 務の中には,自 社

株式の発行による決済を,当 該義務を負う者に要求もしくは許容するもの

もある。もしそれ らの金融商品要素が,ホ ルダーと発行者の間に所有関係

を構成 しないならば,そ れ らの金融商品要素は負債である。当概念書を通

じて.負債を,資 産の譲渡もしくは犠牲を必要とするものと述べる場合には,

報告実体の自社株式発行による決済を当該実体に許容もしくは強制する義

務が所有関係を構成 しないという限定された状況 も含まれている。ある金

融商品要素が,(1〕 強制的償還規定の対象 となっていない発行済株式であ

る場合,も しくは〔2)金融商品発行者の自社株式の発行による決済がその

発行者に許容 もしくは強制されている義務であり,ま た,満 期における当

該義務の決済時に(金 融商品.発行者が)そ の金融商品のホルダーに引渡さ
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な けれ ば な らな い価 値 が 変 動 す る限 りにお い て,.そ の 変動 が発 行 者 の 自社

株 式 の 公 正価 値 の変 動 に帰 し,自 社 株 式 の 公 正 価値 の 変動 と同等 か つ 同方

向 で あ る 場 合 に は,そ の 金 融 商 品 要 素 は所 有 関 係 を構 成 す る。」(FASB

[2000b]pa・s.3aand13).

この追 加 され た脚 柱 の 中で,(1〕 の文 言 は,強 制 的 償 還 規 定 を 有 す る 自社 株 式

を負 債 とす る こ と を意味 して い る。 す なわ ち,当 該 株 式 の 株 主 が 償 還 を発 行 者

に 要 求す れ ば,.発 行 者 は現 金等 の資 産 を もっ て償 還 に応 じな けれ ば な らな い 。

ゆ え に,当 該 株 式 は将 来 に資 産 の犠 牲 を発 行 者 に要 求 す るた め,負.債 の 定義 を

満 た し,株 式 で あ る に もかか わ らず 負 債 に 区分 され る。 そ こで は,議 決権,利

益 配 当請 求 権,会 社 解 散 時 の残 余 財 産 請 求 権 とい っ.た,株 式 が 有 す る権 利 の有

無 は無 視 され て い る。

ま た,〔2)の 文 言は,自 社 株 式 を譲 渡 し,資 産 を譲 渡 しな い 義務 で あ って も,

所 有 関 係 の有 無 で負 債 にす るか 持 分 にす るか を決 定 す る こ とを述 べ て い る。 自

社 株 式 に よ る 決 済 を発 行 者 に 要す る(あ る い は 許 容 す る)金 融 商 品 の,ホ ル

ダー に と って の価 値 変 動 が,株 価 変 動 と同 方 向 に 連 動 す る場 合 に は,当 該 金 融

商 品 は持 分 に な るが,そ うな ら ない 場 合 に は 負 債 とな る 。 ゆ え に義 務 を発 行 者

が 決 済 した結 果 自社 株 式 を発 行 し,資 産 を 譲 渡 しな く と も,負 債 と区 分 され る

可 能性 が生 じる こ とに な る。 そ こで は,当 該 金 融 商 品 ホ ル ダ ー の株 価 変 動 に伴

う リ.スク と便 益 が 考 慮 され,か か る リス ク及 び便 益 が株 価 変 動 に係 る リス ク及

び便 益 と同様 の もの で あ れ ば,当 該 金 融 商 品 は持 分 に 区 分 され る。 こ こで も ま

た,議 決 権,利 益 配 当 請 求 権,残 余財 産 請 求権 等 の,株 式 が 有 す る権 利 の 有 無

は無 視 され てい る。

さ ら に,FASB[20⑪06]は,概 念 書 第6号 の 「現 在,財 務 諸 表 の 中 に含 ま

れ てい る ほ とん どの 負 債 は,将 来 に資 産 を犠 牲 にす る よ う実 体 に対 して 要 求 し

て い るか ら,第35パ ラ グ ラ フの定 義 の ドで 負 債 と しての 資 格 を与 え られ て い る。

[・∴]も っ と も,不 確 実性 の 問題 や 測 定 の 問題 が あ るた め に認識 され な い もの

が あ るか も しれ ない 」(FASB[ユ985]par,196)と い う記 述.の後 に,次 の文 言
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を 追加 す る よ うに規 定 してい る。

「そ れ に加 え て,自 社 株 式 の発 行 に よ る決 済 を(義 務 を負 っ て い る実 体 に)

要 求 も し くは 許容 す るが,(ホ ル ダー との)所 有 関係 を形 成 しな いあ る種

の 義務 が あ る 。 そ の よ う な状 況 に おい て は,実 体 の 自社 株 式 は本 質的 に,

負 債 の 定義 を 満 たす 義 務 を決 済 す るた め に,資 産 の代 わ りに用 い られ てい

るの で あ る。」(FASB[2000b7pus.3band14)

これ らの 変 更 の 内容 か.ら明 ら か な よ う に,FASB[2000b]は 概 念 書 第6号

の負 債 の 定 義 の 本 文 を 変 更 す る もので は な く,脚 注 を追 加 す る こ とに よ って,

概 念 書 第6号 の 負 債 の 定 義 を,近 年 の 金融 市 場 の革 新 に よ って 生 じた 負債 と持

分 の 区 分 が 不分 明 な金 融 商 品 に対 応 さ せ よ う とす る もの で あ る 。 「義 務 の 決済

に要 した 自社 株 式 は本 質 的 に 資 産 の代 わ りに用 い られ て い る」 とい う説 明 を加

え る こ とに よ っ て,自 社 株 式 発 行 に よ り決 済 さ れ る可 能 性 の あ る義 務 を負 債 と

区分 す る こ とが で きる よ う にな るの で あ る 。 い っぽ う,金 融 商 品 ホ ル ダー の株

価 変動 に伴 う リ.スク と便 益 が 株 価 変 動 こ係 る リス ク及 び便 益 と同様 の もの で あ

れ ば,当 該 金 融 商 品 は持 分 に区 分 され る。 こgこ とか ら,こ れ ら の変 更 は,従

.来 持 分 の概 念 規 定 を し て こ なか っ たFASBが,持 分 と区 分 され る#め の 要 件

を積極 的 に提 示 して い る とい え る ので あ る。 しか しそ の 要件 は,株 式 が有 す る

諸 権 利 に基 づ くもの で は な く,株 式 の 市 場 価 格(リ ス ク)に 密接 に結 びつ い た

もので あ る。

次 第 で は,こ れ まで の検 討 を踏 ま え,こ れ ら2つ の 公 開 草 案 が 有 す る含 意 に.

つ い て検 討 す る』

IV2つ の公開草案の含意

FASBは,FASB[1990]に お い て,概 念 フ レー ム ワー クに お け る 負 債 と持

分 の 定 義121を変 更 す る意 図 を持 た ず,負 債 と持 分 め 定 義 に厳 格 に 依 拠 して 負 債

12).こ こで 「持分 の定義」 とあるが,概 念書第6号 では,持 分 は単 に資産か ら負債 を控 除 した残

余 〔FASB[1985]par、49)と 規定され てい るだ けで,積 極的 に規定されてい るわけではない。/



負債 ・持分の区分視準の意義と限界に関する理論的検討(131)33

と持 分 の 区 分 問題 を解 決 しよ う と してい た(池 田[200】D。 そ れ に 沿 う と,負

債 と持 分 の 中 間 項 目 は排 除 さ れ る131。ま た,当 初FASBがFASB[199⑪]で

想 定 して い た 区分 規 準 は,資 産 を引 渡 す 義 務 は負 債 と し,自 社 株 式 を引 渡 す 義

務 は持 分 とす る,と い う もの で あ った(第4図 参 照)。 これ は,FASR概 念 フ

レー ム ワー クに お け る 負債 と持 分 の定 義 に合 致 して い る もの と考 え られ る。

しか し,FASB[2000a]で 提 起 さ れ た 区 分 規 準 で は,FASB[1990]で 意

図 され た 構 図 は 崩 れ て い る 。す なわ ち,そ こで は,資 産 を 引 渡 す義 務 は負 債,

自社 株 式 を引 渡 す 義 務 は持 分 とい うわ けで は必 ず し もな い 。FASB[2000a]

で 提 起 され た規 準 は 「概.念書 第6号 の負 債 と持 分 の 区 分 の 再 考 を反 映 した も

の 」(par.167)で あ り,概 念 書 第6号 の負 債 の 定 義 を厳 格 に適 用 した もので は

ない 。 概 念.:書第6号 に お け る負 債 の 定 義 の厳 格 な適 用 と,FASB[2000a]に

お け る規 準 が 異 な る部 分 は,「 実 体 の 資 産 の 引 渡 を(当 該 実 体 に)要 求 しな い

義 務 」 に関 す る部 分 で あ る(par.168)。 そ こで は,負 債 と持 分 の 区分 は 「持 分

の 定 義 とそ の 特徴 」(par.169)に 基 づ い て決 定 され る。 そ れ らの 「再考 」 は,

パ ラ グ ラ フ17の 規 準c(2)に 反 映 され て い る。 そ こで は,一 定 数 で な い 自社

株 式 の 発 行 を 要 求 〔.もし くは許 容)す る義 務 の ホ ル ダー の リス クが,持 分 ホ ル

ダー の リス ク と同 じで あ る こ とが,持 分 と区 分 され る規準 に.なって い る(第 ユ

図 参 照)。

こ う した 規準 を構 築 す る た め に は 当初 の概 念 書 第6号 に お け る負 債 と持 分 の

定 義 を厳 格 に適 用 し続.ける こ とは不 可 能 で あ る と認 識.したFASBは,概 念 書

箱6号 に お け る負 債 の 定 義 を変 更 す る こ.とを決 定 し(FASB[2000b]par.10),

FASB[2000b]を 公 表 す る に至 った の で あ るMl。 ゆ え に,FASB[20006]に

＼ゆえ に定義 とは言 いがたいが,少 な くともFASBに よれば定義で ある。本稿 では、資産か ら負

債 を控 除 した残 余 とい う.FASBの 持 分概 念につ いて は,か か るFASBの 用 語法 に沿 って,

「持分の定義 」と呼称 している⊃

13)FASI3[2000a]で も,負 債 と持分の中間項目 は容認されてい ないため,こ の点 について は概

念7レ ーム ワーク と整合 しているとい える。

14)か か る背景 には,FASBを 取 り巻 く様 々な関係 者の思惑や行動 が存 在す るもの と考え られ る

が,こ うした検討 については,今 後 の.課題 としてお きたい。
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第4図FASB[1990]に も とつ く区 分 の規 準

その項 目は資産引渡

AMも しくは自社株

式発行 義務であ るか

否か?

Yes
一 その義務は何 を引渡す

ことを要す るか?

資産
負 債

自社株式

No

持 分[壷 コ
出典;FASB[19901Chap.2の 内容をもとに作成==

お け る負 債 の 定 義 の 変 更 に伴 う負 債 と持 分 の区 分 の 再 考 と,そ れ を前 提 と して

提 示 され たFASB[2000a]の 負債 ・持 分 の 区 分 規 準 は,FASBが 当 初 意 図 し

てい た 負 債 ・持 分 の 区 分 の規 準 が 崩れ た こ とを意 味 して い るの で あ る。

当初 の区 分 規 準 は 概念 書 第6号 に整 合 的 に構 築 され た もの で あ った 。 そ こで

は,負 債 の 定 義 を厳 密 に 適 用 し,負 債 で な けれ ば持 分 とす る こ とが想 定 さ れ て

い た 。 しか し,FASR[2000a]で は,負 債 で な けれ ば持 分 とい うわ けで は必

ず し もな く,負 債 で ない か ら持 分 とな る部 分 と,持 分 で ない か ら負 債 にな る部

分 とに分 か れ る。 あ る項 目が 義 務 で な け れ ば,そ れ は負 債 で は ない か ら,持 分

にな るで あ ろ う。 しか し,あ る項 目が 一定 数で な い 自社 株 式 の発 行 に よ る決 済

を要 す る 義 務 で,規 準c(2)に 合 致 し な け れ ば,そ れ は 持 分 に は な らな い か

ら負 債 に 区分 さ れ る ので あ る。 た とえ 負 債 の 定 義 が 変 更 され た と して も,負 債

を定 義 し,持 分 を残 余 とす る概 念 書 籍6号 の負 債 と持 分 の定 義 の構 造 か らみ る

と,負 債 で な けれ ば持 分 とな る とい う概 念 フ レー ム ワー クの構 造 は維 持 され る

はず で あ り,持 分 に な らない か ら負 債 と区 分 す べ しとい う論 理 は成 立 し得 ない 。

ゆ え にFASB[200〔 〕a」に お い て は,負 債 で は ない か ら持 分 に区 分 され る とい

う規 準 は,負 債 で な け れ ば消 極 的 に持 分 に な る とい う概 念 フ レー ム7ー ク の定

義 の構 造 と矛 盾 しないが,持 分 で は ない か ら負 債 に 区 分 さ れ る とい う規 準 は,

か か る概 念 フ レー ム ワー クの定 義 の構 造 と矛 盾 して い る。 そ の 意 味 に お い て,

別 次 元 の2つ の 規 準 が 混 在 す るFASB[2000e]の 負債 ・持 分 の 区分 規 準 は,

論理..一貫 的 に構 築 され た もの で もな い し,負 債 で な けれ ば 持 分 に な る とい う概



負債 ・持分の区分規準の意義 と限界に関する理論的検討(133)35

念 フ レー ム ワー ク の定 義 の構 造 と完 全 に 首尾 一貫 す る もので もない とい え るの

で あ る。

しか し概念 フ レー ム ワ ー ク は,新 しい 会計 実務 が登 場 したか ら とい っ てそ の

都 度 変 更 さ れ る もので は な く,「 会 計 基 準 設 定 の た め の 基 準 」(津 守[1991]41

ペ ー ジ)と して,会 計 基 準 に安 定 性 を もた らす もの で あ る。 そ れ で は,FASB

[2⑪006]の 負債 の定 義 の変 更 は,い か な る要 因 で な され た もので.あろ うか 。

そ の 問 に対 す る解 答 は,か か る負 債 の 定 義 の 変 更 と,そ れ に連 動 して生 じた

FASB[2000a]の 新 しい 区 分 規 準 が,.自 社 株 式発 行 に よ る 決 済 を発 行 者 に要

求 す る(あ るい は 発行 者 の裁 量 で 許 容 す る)義 務 に関 連 して登 場 した もので あ

る こ とか ら得 られ るで あ ろ う。 従 来 の概 念 書 第6号 に依拠 した 区分 規 準 で は,

これ らの 義 務 は 資 産 を 引 き渡 さ な い とい う理 由で 持 分 に消 極 的 に区分 さ れ て き

た。 しか し,FASBは,持 分 と区 分 さ れ て きた 「そ れ らの 義 務 のす べ てが,

企 業 実 体 とそ の 所 有 者 との 問 に通 常 存 在 す る よ う な関 係 を確 立 して い るわ けで

は な い」(par.138,傍 点 は池 田)と み な して い る ので あ る。.ゆえ にFASRは,

これ らの 義 務 に従 来 の 概 念 書 第6号 に お け る負 債 と持 分 の 定 義 を適 用 しつづ け

る こ とを 断念 し,概 念 書 第6号 に お け る負 債 の定 義 を変 更 し,FASB[2000a]

に お い て株 主 の リス ク ・便益 に 基づ い た負 債 ・持 分 の 区分 規準 を構 築 した の で

あ る。

この こ とか ら も明 らか な よ うに,FASBは,か か る 義 務 に関 す る負 債 ・持.

分 の 区分 につ い て は,企 業 とそ の所 有者 との 間 の 関係,す なわ ち所 有 関係 を 重

視 して い る ので あ る。 所 有 関 係 に つ い て 言 及 す る以 ヒ,何 らか の暗 黙 の 資 本概

念 がFASBに お い て も念 頭 に あ る もの とい わ ざ る を得 な い 。 あ る項 目 が従 来

のFASBの 負 債 の 定 義 を適 用 す る と負 債 で は ない が,FASBが 想 定 す る暗 黙

の資 本概 念 に も合 致 しな けれ ば,そ れ は 包括 利 益 の一 要素 と して計.ヒされ ざ る

を得 な い 。 か か る状 況 を 回避 したい が た め にFASBは,負 債 の定 義 を変 更 し,

従 来 の 負債 の定 義 に も,暗 黙 の 資 本 概 念 に も合 致 せず,そ して包 括 利 益 で はあ

りえな い義 務 を,負 債 に計.ヒで き る よ うに して い る の で あ る。 しか しこ の変 更
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は,持 分 で は ない 項 目 を負債 に区分 で きる よ うにす るた め の.負債 の 定 義 の 変 更

で あ る。 ゆ え に,か か る負債 の定 義 の変 更 は,従 来 の,概 念 書 第6号 に厳 格 に

依 拠 した負 債 ・持 分 の 区 分 規準,す なわ ち引 き渡 す 対 象 物 に よ って 負 債 か持 分

か を 決 め る 区分 規 準 の 限 界 を含 意 して い る ので あ る。

Vお わ り に一 負債 ・持分の区分規準とその理論的限界

本 稿 の結 論 を ま とめ る と,次 の よ うに な る。.

〔:1)FASB[2000a]は,負 債 と持 分 の 中 間 項 目 の 存 在 を 否 認 した 上 で,負

債 ・持 分 の 区 分規 準 を 第1図 の よ うに規 定 す る。 しか しFASB[2000a]

で は,引 渡 す対 象物 に基 づ く区分 規 準 と,株 主 リス ク との 類 似性 に基 づ く

区分 規 準 が,混 在 して い る。.

(2)FASB[2000b]は.概 念 書 第6号 の 負 債 の 定 義 そ の も の を 変 更 す る もの

で は な く,負 債 の 定 義 に新 た に脚 注 を追 加 す る こ とに よ っ て,FASBの

負 債 の定 義 を,近 年 に お け る金 融 市 場 の革 新 に よ って 生 じた 負債 ・持 分 の

区分 が 不 分 明 な金融 商 品 に対 応 させ よ う と して い る。 これ らの 変 更 に お い

て は,従 来持 分 の 概 念 規 定 を して こ なか ったFASBが,持 分 と積 極 的 に

区分 され るた め の 要件 を提 示 してい る。 金 融 商 品 ホ ル ダー の 株価 変動 に伴

う リス ク と便 益 が考 慮 され,か か る リス ク及 び 便益 が株 価 変動 に係 る リス

ク及 び便 益 と同様 の もので あれ ば,当 該 金 融 商 品 は 持 分 に 区 分 さ れ る づ し

か しそ の 要件 は,株 式 が 有 す る諸 権 利 に基 づ くもの で は な く,株 式 の市 場

価 格 に密接 に結 びつ い た もので あ る。

(3〕 当 初FASB[1990]で 想 定 さ れ た 負 債 ・持 分 の 区 分 規 準 は,概 念 書 第6

号 に 整 合 的 に構 築 さ れ,負 債 で な け れ ば 持 分 と さ れ て い た。 しか し,

FASB[2000a]で は,負 債 で な い か ら持 分 とな る部 分 と,持 分 で な い か

ら負 債 にな る部 分 とに分 か れ る。 負 債 で は な い か ら持 分 に 区分 す る と い う

規 準 は,持 分 を残 余 と消 極 的 に規 定 す る構 造 と矛盾 しな いが,持 分 で は な

い か ら負債 に 区分 す る とい う規 準 は,か か る構 造 か らす る と矛盾 して い る。
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そ の 意 味 に お い て,FASB[200⑪a]の 負 債 ・持 分 の 区分 規 準 は,論 理 一

貫 的 に構 築 され た もので もな けれ ば,概 念 フ レー ム ワー クにお け る,負 債

を積極 的 に定 義 し持 分 を残 余 とす る構 造 と完 全 に首 尾..一貫 す る もの で もな

い.す な わ ち,FASR[20006〕 に お け る 負 債 の 定 義 の 変 更 に 伴 う,

FASB[2000aユ に お け る負 債 ・持 分 の 区 分 の 再 考 と,そ れ に基 づ い て 構

築 され たFASB[2000a]の 負 債 ・持 分 の 区 分 規 準 は,FASBが 当 初 意 図

した 負 債 ・持分 の 区 分 の規 準 が 崩 れ た こ と を意 味 して い る。

(4)FASB[2000a]は,自 社 株 式 発 行 義 務 に 関 す る 負債 ・持 分 の 区分 に つ い

て は,所 有 関係 を重 視 し,何 らか の暗 黙 の 資 本概 念 を想 定 して い る。 か か

る背 景 の も とでFASBは,負 債 の定 義 を 変更 し,従 来 の負 債 の 定 義 に も,

暗 黙 の資 本 概 念 に も合 致 せず,そ して包 括 利益 で もない義 務 を,負 債 に計

上 亡 き る よ うに し ょ う と して,FASB[20006]に お い て負 債 の 定 義 を 変

更 して い る。 しか し,か か る負 債 の定 義 の変 更 は,概 念 書 第6号 に厳 格 に

依 拠 した従 来 の負 債 ・持 分 の 区分 規 準,す なわ ち引 渡 す 対 象物 に よ って.負

債 か持 分 か を決 め る区 分 規 準 の 限界 を含 意 して い る ので あ る。

当 初FASBは,概 念 書 籍6号 の 負 債 の 定 義.を機 械 的 に 適 用 し,..その定 義 を

満 た す もの は負 債 と し,そ の定 義 を満 た さ ない もの は消 極 的 に持 分 と して い た

の で あ っ.た(第4図 参 照)。 これ は,FASBが 採 る,持 分 を残 余 とす る考 え方

に沿 っ た もの で あ る。 しか し,FASB[2000a]は,そ の考 え 方 を 部 分 的 にで

は あ るが 否 定 し,負 債 で は な いか ら消 極 的 に持 分 とす る部分 と,持 分 で は ない

か ら消 極 的 に負 債 とす る部 分 に分 か れ てお り,.負 債 ・持 分 の 区分 規 準 が 二 重 構

造 化 す る とい う結 果 を 生 み 出 して い る。 これ は,負 債 を 定義 し,持 分 を残 余 と

.規 定 す る構 造 か ら乖 離 して い る とい い うるで あ ろ う。

こ の よ うに,FASBが 当 初 の 想 定 と 異 な ζ規 準 を設 定 す る とい う,FASB

の か か る行 動 そ れ 自体 が,元 来想 定 さ れ て いた 区 分 規 準 の 限.界を 示 して い る も

の と考 え られ る。 す な わ ち1義 務 の履 行 の際 に引 渡 す 対 象 物 で 負 債 か持 分 か を
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決 定 す る よ うな 区分 規 準 で は,引 渡す 対 象 物 が 一 意 的 に決 ま ら ない 義 務 に は対

応 で き ない 。 ゆ え1にFASB[2000a]で は,引 渡 す 対 象 物 が 決 ま らな い義 務 に

つ い て は,負 債 の定 義 を機 械 的 に適用 す るので は な く,義 務 の性 質 が 持 分 の 性

質 を満 た して い る か否 か に よ っ て持 分 か否 か を あ ら`かじめ決 定 しよ う とす る。

しか し,こ の考 え 方 を適 用 す る と,あ らか じめ 負債 と区分 され た 義.務の履 行 と

し て 自社 株 式 が 「本 質 的 に資 産 の代 わ りに 用 い られ る」(FASB[2000b]par.

3U)可 能性 が 生 じる こ と に な り,そ の場 合,「 本 質 的 に」 とい う曖 昧 な 表 現 を

用 い て 説 明 せ ざ る をえ な くな って い る15,。か か る 曖 昧 な 説 明 を 用 い ざ るを 得 な

い と こ ろ に,FASBの 構 想 す る負 債 ・持 分 の 区 分 規 準 の 限 界 が あ る もの と考

え られ る。

す なわ ち,実 際 に取 引 が 発 生 す る前 に どの よ うな取 引 が 生 じるか を仮 定 して,

そ の.仮定 に基 づ い て負 債 ・持 分 の区 分 を考 え よ う とす るが ゆ え に;実 際 に生 じ

る取 引 に お い て 何 が 引 渡 さ れ るか とい う こ とが 無 視 さ れ て い る点 に,FASB

が 構 想、した 負 債 ・持 分 の 区分 規準 の 限.界が あ る もの と考 え られ る。FASBは

実 際 に生 じる取 引 に基 づ か ず に将 来 事 象 の仮 定 に基 づ い てか か る区分 を考 慮 す

るが,将 来事 象 は 不確 定で あ るか ら,将 来 事 象 を現 在 時 点で 仮 定 し,そ の仮 定

に.基づ い て取 引 全 体 の性 質 を仮 定 す る と ころ に無 理 が あ る。 そ して そ の こ とが,

FASBが 構 想 す る 負債 ・持 分 の 区分 規 準 の限.界につ な が って い るので あ る。

(2001年7月3日 脱 稿)
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